
 

グループホーム 富田の里 運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、富田ケアセンター有限会社（以下、「事業者」という。）が設置運営

する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の運営

（以下、「事業」という）及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営

を図ることを目的とする。 

 

第２条 本事業は、認知症により自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な

環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練を行う

ことにより、安心と尊厳のある生活を利用者がその有する能力に応じ可能な限り

自立して営むことができるように支援する。 

 

（運営の目的） 

第３条 本事業において提供する認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共

同生活介護（以下、「介護サービス」という。）は介護保険法及び関係法令の主旨

及び内容に沿ったものとする。 

  ２ 入居者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サービスの提供に努める

とともに、個別の認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活

介護（以下、「介護計画」という。）を作成することにより、入居者必要とする適

切なサ―ビスを提供する。 

  ３ 入居者及びその家族に対し、介護サービスの内容及び提供方法についてわかりや

すく説明する。 

  ４ 適切な介護技術を持って介護サービスを提供する。 

  ５ 常に、提供した介護サービスの質の管理、評価を行う。 

 

（事業所の名称等） 

第４条 本事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

    （１）名称   グループホーム富田の里 

    （２）所在地  倉敷市玉島道口２７５２番地１ 

 

 

 

 

 

 



（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第５条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

   （１） 管理者 ２名（常勤） 

       従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

       管理者は、適切な事業を提供するために必要な知識及び経験を有する。 

   （２） 計画作成担当者 ２名（常勤） 

       計画作成担当者は介護計画の作成を行う。 

   （３） 介護職員  １２名以上 

       介護職員は入居者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

 

（事業所の利用定員及び居室数等） 

第６条 事業所の利用定員は、２ユニット １８名 

  ２ 居室（個室）、食堂、台所、浴室、その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備

を以下のとおり設ける。 

     （１ユニット）  居室（個室）  １８室 

              食堂兼居間   ２か所 

              浴室      ２か所 

              洗面所     ６か所 

              便所      ６か所 

 

（定員の厳守） 

第７条 事業者は、事業所の利用定員及び居室を超えて入居させない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第８条 事業者は、介護サービスの提供の開始に際して、入居申込者又はその家族に対し

て、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他介護サービスの選択に資する重要

事項を記した文書を交付して説明行い、同意を得る。 

 

（入居にあたっての留意事項） 

第９条 事業者は事業所への入居にあたり、次の点について留意する。 

  １ 倉敷市の介護保険被保険者であること。 

  ２ 要介護者または要支援２の認定を受け、かつ医師より認知症の診断を受けている

こと。 

  ３ 少人数による共同生活を営むことに支援がないこと。 

  ４ 自傷他害の恐れのないこと。 

  ５ 常時医療機関において治療の必要のないこと。 

  ６ 他の入居者に伝染する疾患のないこと。 



（入退居） 

第１０条 本事業は、要介護者又は要支援２の者であって認知症の状態にあるもののう 

ち、少人数により共同生活を営むことに支障がない者に提供する。 

  ２ 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書により当該入居申込者が認知症の

状態にある者である事の確認をする。 

  ３ 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対し自ら必要な介

護サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の認知症対応

型共同生活介護事業所、介護保険施設、病院等を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じる。 

  ４ 入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努

める。 

  ５ 入居者の退居の際には、入居者及び家族の希望を踏まえたうえで、退去後の生活

環境や介護の継続性に配慮し、退去に必要な援助を行う。 

  ６ 入居者の退去に際しては、入居者又はその家族に対し、適切な指導を行うととも

に、居宅支援事業者への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との綿密な連携に努める。 

 

（介護計画の作成） 

第１１条 管理者は、計画作成担当者に介護計画の作成に関する業務を担当させる。 

  ２ 計画作成担当者は、入居者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な

介護サービスの内容等を記載した介護計画を作成する。 

  ３ 計画作成担当者は、それぞれの入居者に応じた介護計画を作成し、入居者又はそ

の家族に対し、その内容について説明する。 

  ４ 介護計画作成に当たっては、その他の多様な活動の確保に努める。 

  ５ 計画作成担当者は、介護計画の作成後においても、入居者が介護計画に基づき利

用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介

護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行う。 

  ６ 第２項から第４項までの過程は、前項に規定する介護計画の変更について準備す

る。 

 

（介護等） 

第１２条 介護は、入居者の心身の状況に応じ、入居者の自立支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行う。 

  ２ 本事業は、事業者以外の者の負担により事業所における従業者以外の者による介

護を受けさせる事はしない。 

  ３ 入居者の食事の調理その他、家事等は原則として入居者と従業者が共同で行うよ

う努める。 



（介護の内容） 

第１３条 本事業の内容は、次の通りとする。 

   （１） 入浴、食事、排泄、着替え等の介助 

   （２） 日常生活の中での機能訓練 

   （３） 相談、援助 

    

（食事の提供） 

第１４条 食事の提供は、入居者の身体状況・栄養・嗜好を考慮するものとし、適切な 

    時間に行う。また入居者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行 

    うよう努める。 

  ２ 食事時間は、概ね以下の通りとする。 

   （１） 朝食   ７時３０分から 

   （２） 昼食  １２時００分から 

   （３） 夕食  １８時００分から 

 

（社会生活上の便宜の提供） 

第１５条 入居者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努める。 

  ２ 入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続きについて、その 

    者又はその家族が行う事が困難である場合は、その者の同意を得て代行する。 

  ３ 常に入居者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流の機会を 

    確保するよう努める 

 

（入居者の入院期間中の取り扱い） 

第１６条 入居者が医療機関に入院する必要が生じた時、１ヶ月以内の退院が明らか 

    に見込まれる場合には、本人及び家族に希望を勘案し必要に応じて適切な便 

    宜を提供する。 

  ２ 入居者が医療機関に入院する必要が生じた時、１ヶ月以内の退院が見込まれ 

    ないことが明らかな場合には、本人及び家族と協議し退去の手続きをとる。 

 

（利用料等） 

第１７条 本事業が提供する介護サービスの利用料は、介護報酬告示上の額とする。 

    ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 

   （１） 部屋代    ２，０００円／日 

   （２） 食材料費   １，８００円／日 

   （３） 管理費（水道代、光熱費、ゴミ処理費、浄化水槽管理費、共有部分の 

      修繕費、エレベーター管理費） ５３０円／日 

   （４） その他、日常生活を営む上で通常必要となる費用で入居者が負担する 

      ことが適当と認められる費用については、すべて自己負担であり入居者及び 



その家族の同意の上で徴収する（実費） 

     （例）おむつ代、理美容代、嗜好品等。 

  ２ 月の途中における入所者又は退去者については日割り計算とする。 

   （月の半分超えると１ヶ月分いただきます。） 

  ３ 医療機関へ入院された場合の費用の請求は、部屋代、管理費のみとする。 

  ４ 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、口座振込みにて指定 

   期日までに受ける 

 

（保険給付の請求の為の証明書の交付） 

第１８条 法定代理受領サービスに該当しない介護サービスの費用の支払いを受けた 

    場合は、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供 

    証明書を入居者に交付する。 

 

（外出及び外泊） 

第１９条 入居者は外出又は外泊しようとする時は、外出届又は外泊届けに所要事項を 

     記入し、管理者に届けるものとする。 

 

（非常災害対策） 

第２０条 非常災害が発生した場合、従業者は入居者の避難等適切な措置を講ずる。 

    また管理者は、消防計画、風水害、地震等の災害に対するための計画を作成し 

防火管理者、責任者を定め避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し 

    災害時には避難等の指揮をとる。 

  ２ 非常災害に備え、定期的に年２回地域の協力機関等と連携を図り避難訓練を行

う。 

  ３ 事業所は前項に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう 

    連携を努めるものとする。 

 

（入居者の記録） 

第２１条 入居に関しては、入居の年月日及び入居している事業所の名称を、退去時に 

    際しては退去の年月日を介護保険被保険者証に記載し５年間保存する。 

 

（勤務体制の確保等） 

第２２条 入居者に対し、適切な介護を提供できるよう従業者の勤務の体制を定める。 

  ２ 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活 

    を送ることが出来るよう、継続性を重視した介護サービスの提供に配慮する。 

  ３ 従業者の質の向上のために、その研修の機会を確保する。 

   （１） 採用時研修       採用後１ヶ月以内 

   （２） 経験に応じた研修    随時 



   （３） 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行わ 

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ 

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。 

 

（健康管理） 

第２３条 従業者は、常に入居者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための 

    適切な措置を講じる。 

 

（衛生管理） 

第２４条 本事業を提供するにために必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管 

    理に留意する。 

  ２ 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。 

 

（感染症の予防及び蔓延の防止のための措置） 

第２５条 事業所は、入居者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように次の各号に 

  あげる措置を講ずるものとする。 

（１） 事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を概ね６月に

１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

（２） 事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修

を実施研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第２６条 入居者の人権の擁護・虐待等の防止のための担当者を選任し、次の措置を講じる

ものとする。 

２ 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが 

出来るものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹 

底を図る。 

３ 虐待防止のための指針を整備。 

４ 従業者に対し、虐待を防止するための研修の実施（年２回以上）。 

５ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。 

６ 虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合の対応方法。 

（１） 虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速 

やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場 

合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。  



ア 入居者、家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対 

応することとする。  

イ 入居者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やか 

な解決につなげるよう努める。 

ウ 事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止委員に報告し、速やかな解決 

につなげるよう努める。  

エ 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であるこ 

とを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。  

オ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止 

 検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に 

通報する。 

カ 必要に応じて、事実を公表し、関係機関に説明を行う。  

キ 虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待へ 

      の対応と養護者支援について（厚生労働省老健局）」を参考に、対応すること 

とする。  

（２） 緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と 

生命の保全を最優先する。 

 

（身体拘束の廃止） 

第２７条 介護サービスの提供にあたっては、入居者の生命又は身体を保護するため 

    緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為を 

    行ってはならない。 

  ２ 入居者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合とは、「切迫性」 

   「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続 

きが極めて慎重に実施されている場合に限られる。 

   （１） 切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらさ 

           れる可能性が著しく高いこと。 

   （２） 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がな

いこと。 

   （３） 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

  ３ 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所 

者（利用者）の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら 

   ない。 

  ４ 従業者に対し・身体拘束の適正化のための研修を実施(年２回)。 

 

 



（緊急時対策・協力医療機関等） 

第２８条 入所者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じた時は、主治医又は協力 

    医療機関にて適切な措置を講ずる。 

  ２ 入居者に健康上の急変があった場合は、関係機関もしくは適切に医療機関と 

   連絡をとり救急医療等の適切な措置を講ずる。 

  ３ 協力医療機関を定めておく。 

  ４ 介護サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護 

   保険施設、病院等との間の連携及び支援体制を整える。 

 

（掲示） 

第２９条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、 

    利用料その他の介護サービスの選択に資する重要事項を掲示する。 

    また、インターネット、ホームページで情報が閲覧できるように掲載、公表 

する。 

 

（秘密保持） 

第３０条 従業者は、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密保持を遵守する。 

  ２ 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た入居者又は家族等の秘密を保 

   持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、 

   従業者との雇用契約とする。 

 

（苦情処理） 

第３１条 入居者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設 

    置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、入居者及び家族に対 

    する説明、記録の整備等必要な措置を講ずる。 

 

（損害賠償） 

第３２条 入居者に対する介護サービスの提供に当たって、賠償すべき事故が発生し 

    た場合は、速やかに損害賠償を行う。 

  ２ 事業者は前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。 

 

（調査への協力） 

第３３条 入居者の心身の状況を踏まえ、妥当、適切な介護サービスが行われている 

    かどうか確認するため市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指 

    導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善 

    を行う。 

 

 



（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３４条 本事業所は、居宅介護支援所業者又はその従業者に対し、要介護者等に対し 

    て本事業所を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与し 

ない。 

  ２ 本事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、他の認知症対応型共同 

生活介護事業所から退去者を紹介することの代償として、金品その他財産上の利 

益を収受しない。 

 

（記録の整備） 

第３５条 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。 

  ２ 入居者に対する介護サービスの提供の諸記録を整備し、その完結する日から 

   ５年間保管する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第３６条 事業所は、感染症非常時災害の発生において、入居者に対し提供を継続的に実 

施するための及び非常災害時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業 

務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な装置を講ずるもの 

とする。 

２ 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 

訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変 

更を行うものとする。 

 

（その他） 

第３７条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるもの 

    とする。 

 

附則 

   この規程は、平成２２年５月１日から施行する。 

   この規程は、平成２７年６月２０日から改訂する。 

   この規程は、令和元年１０月１日から改訂する。 

   この規程は、令和５年６月１日から改訂する。 

   この規程は、令和５年８月１日から改訂する。 

   この規程は、令和６年４月１日から改訂する。 

   この規定は、令和７年９月１日から改訂する。 


